
令和５年度弥彦村自動運転実証調査業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、自動運転技術を活用した持続可能な移動サービスの構築に係る実証調査業 

務の受託候補者を選定するため、公募型プロポーザル方式によって企画提案を募集し、最も

適切な者を当該事業の実施者として選定することを目的とする。 

 

２ 概要 

（１）業務名称 

自動運転実証調査業務委託 

（２）業務内容 

別紙「自動運転実証調査業務仕様書」のとおり 

（３）委託契約期間 

契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

（４）委託見積限度額 

本業務の委託見積限度額 金１８０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

ただし、国庫補助金の採択及び予算の議決を受けた場合のみ契約することとし、国の

採択が減額となる場合は、それに合わせた金額での契約とする。 

 

 

３ 参加資格 

プロポーザル方式等に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者  

であること。 

（２）国または地方自治体から競争入札の参加資格停止を受けていない者であること。 

（３）国または地方税を滞納していない者であること。 

（４）銀行取引停止処分を受けていない者であること。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更正手続開始の申

立て、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て及び破

産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者

であること。 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第 

２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者ではないこと。 

（７）国内で雪道の自動運転技術の実証実験を実施した実績があり、定常運転のための技術

を確立している者。 

（８）遠隔監視システムを保有し、長期的な運用実績がある者。 



４ 参加申込手続等 

企画提案者は、下記に示す書類を作成し、提出すること。 ただし、必要がある場合は補

足資料の提出を求めることがある。 

（１）提出書類 

① 参加申込書（様式第１号） １部 

② 企画提案書 ６部（正本１部 副本５部） 

③ 見積書（様式第２号） ６部（正本１部 副本５部） 

④ 添付書類 各１部 

ア 会社概要が分かる資料（パンフレット等） 

イ 定款 

ウ 決算報告書（過去２年分） 

エ 商業・法人登記等謄本の写し 

オ 直近年度の納税証明書の写し 

カ ３参加資格（７）（８）の実績を証する書類 

※事業協力者がある場合は、事業協力者に係る物も併せて提出すること。 

※④－エ・オの書類については、弥彦村に入札参加資格審査申請を行っていない場合に 

限る。 

（２）提出方法 

持参もしくは郵送 データについてもメールすること 

（３）提出期限 

①④について 令和５年４月 28 日（金）午後５時まで 

②③について 令和５年５月 ８日（月） 

（４）提出先 〒９５９－０３９２ 

新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作４０２番地 

弥彦村総務部デジタル行政推進課 

ＴＥＬ：０２５６－９４－３１５１ 

メール joho@vill.yahiko.niigata.jp 

 

５ 質問及び回答 

仕様書等に関して質問がある場合は、質問書（様式第３号）にて提出すること。  

（１）提出方法 

メール joho@vill.yahiko.niigata.jp によること。 

※件名は「自動運転実証調査事業プロポーザルに関する問合せ」とする。 

（２）質問受付期間 

令和５年４月２７日（木）午後５時まで 

（３）回答方法 



令和５年４月２８日（金）午前１２時までにホームページ上で回答します。 

 

６ プレゼンテーション・ヒアリングのスケジュールについて 

（１）企画提案書提出期限 

  令和５年５月 ８日（月）午後５時まで 

（２）審査 

  令和５年５月 11 日（木）午後１時より 

（３）審査選定結果の通知 

  令和５年５月 12 日（金）以降 

 

７ 企画提案内容（提案項目等） 

企画提案書には、以下の内容について記述すること。 

（１）事業に関する企画等 

① 実証実験の実施エリアに関する提案 

将来的に自動運転移動サービスの実現の可能性が高いと考えるエリアを選定するこ

と。 

② 自動運転実証実験のシステム及び車両の提案 

①で提案する実施エリアの道路環境や周辺環境等を考慮した最適なものとすること。 

③ 実証実験の実施体制に関する提案 

実証実験を実施するにあたり、移動サービスの担い手となる交通事業者の他、協力企 

業や大学・研究機関と連携する場合の役割等を記載すること。 

④ 地域住民の理解促進・社会受容性の醸成に関する提案 

実証実験前後の住民ニーズの把握、社会的受容性を計測する調査方法について記載 

すること。 

⑤ 事業実施スケジュールの提案 

別紙「自動運転実証調査事業業務仕様書」に基づき、事業実施スケジュールを記載す 

ること。 

⑥ 社会実装を見据えた事業提案 

事業の再現性、持続可能性の観点から自動運転の収益モデルを提示すること。 

（２）概算費用 

事業の実施に係る概算費用を見積もり、内訳がわかるよう項目ごとに記述すること。 

 （３）類似業務の実績 

過去に主催又は受託した類似事業（実証実験等）の実績を記述すること。 

（４）事業実施体制及び業務経歴 

事業を受託した場合の業務実施体制及び業務に従事するスタッフの過去の業務履歴

を記述すること。 



８ 提案の審査及び選定 

（１）審査委員会の設置 

応募された提案については、弥彦村が設置する自動運転実証調査業務プロポーザル審 

査委員会（以下「審査委員会」という。）による審査を行い選定する。 

委員：村長 

   総務部長 

   産業部長 

   建設企業課長 

   福祉課長 

（２）審査方法 

審査は、提案書に基づく書面審査及び提案者によるプレゼンテーションにより行う。 

① 日時：令和５年５月 11 日（木）午後 1 時より 

※出席時間については、別途連絡する。 

② 場所：弥彦村役場（新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作４０２番地） ２階 第４会議室 

③ 出席者：提案者側の出席者は３名までとする。 

④ 説明時間：プレゼンテーションは１社２５分以内とし、説明終了後に質疑応答を５分

程度行う。 

⑤ 資料等：審査委員会では、提出された企画提案書の内容以外の資料の配布や投影は禁 

止する。 

（３）主な評価項目等 

評価項目 評価の観点 配点 

①運営能力 

業務実施体制  

（業務実施手順及び 

作業スケジュー ル）  

・類似業務の実績、成果を有しているなど、知識や

ノウハウ、経験等を十分に活かせることが期待で

きるか。 

・適切な人員配置、指導監督体制が整備され、業務

実施手順を示す実施フローや工程表について、妥

当なものであるか。 

１０ 

②実施エリア選定 ・将来的に自動運転移動サービスの実現の可能性

が高いと考えられるエリア選定の提案となって

いるか。 

２０ 

③自動運転システム 

及び車両の提案 

・実施エリアの道路環境や周辺環境等を考慮した

最適な提案となっているか。 

・ルート選定について、技術検証が実施可能なもの 

となっているか。 

・乗客及び周辺歩行者、車両の安全性を確保した計 

画となっているか。 

２０ 



④実証実験の実施体制

に関する提案 

・実証実験を実施するにあたり、移動サービスの担 

い手とする交通事業者の他、協力企業や大学、研

究機関と連携する場合、その理由や役割等が記載

されているか。 

・地域住民の理解促進・社会的受容性を計測できる

調査項目は妥当なものでるか。 

２０ 

⑤社会実装を見据えた

事業提案（継続性） 

・社会実装に向けて本業務終了後も持続可能性を

意識した収支計画と、事業内容の充実・発展が見

込まれる提案となっているか。 

３０ 

計 １００ 

  

９ 審査結果の通知 

審査結果は、令和５年５月１２日（金）以降に全ての提案者に通知する。なお、審査結果

は個人情報保護法に基づく開示請求があった場合には開示の対象となるが、審査委員会は

非公開のため、審査の経過等に関する問い合わせには応じられない。 

 

１０ 失格又は無効 

 本プロポーザル参加者が、次のいずれかの事項に該当した場合は失格又は無効とする。 

（１）「３ 参加資格」に定める要件を満たさない（満たさなくなった）者による提案。  

（２）「６ 企画提案書の提出」に定める提出期限を過ぎて提出された提案。 

（３）企画提案書その他提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（４）審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合。 

 

１１ 契約の締結 

（１）契約手続等 

本プロポーザルは、国土交通省所管の令和４年度地域公共交通確保維持改善事業費

補助金（自動運転実証調査事業）の申請を行うために、受託候補者を選定するものであ

る。 

国庫補助金の採択及び村予算の議決を受けた場合、受託候補者を見積者として見積

依頼を行う。見積者から見積書が提出され、その金額が予定価格の範囲内であった場合

は、その者と契約を締結する。 

（２）業務内容に関する協議 

本業務の内容は、弥彦村が示した仕様書及び候補者が提出した企画提案をもとに確

定するが、事業目的達成のために必要と認められる場合は、弥彦村と候補者の協議によ

り、企画提案の内容を変更したうえで業務内容を確定することがある。 

候補者との協議が整わなかった場合や候補者が契約を辞退した場合は、審査結果に



おいて次点であった者と協議を行う。 

 

１２ その他留意事項 

（１）企画提案は１事業者１提案とする。 

（２）提出書類の追加・変更は原則として認めない。 

（３）企画提案書の用紙サイズは、Ａ４版（横書き、要ページ番号）とする。ただし、図表 

などを記載する場合、Ａ３版の用紙をＡ４版サイズに折りたたみ挿入することは可と

する。 

（４）提案者から提出された書類等については理由の如何に関わらず返却しない。 

（５）本プロポーザルの参加に要する費用は、提案者の負担とする。 

（６）提案者が１者しかいない場合においても、プレゼンテーションにより選定を行う。 

 


